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前文 

 

我が国には、変化に富んだ自然があり、多様な生物が生息・生育しています。そし

て、人々の暮らしの営みを通じて形づくられた特有の文化があります。これらの自然

や文化は、それぞれの地域において長い年月をかけて育まれてきたものです。 

これが、我が国の豊かな生物多様性の根源であり、また、この豊かな生物多様性か

ら得られる多くの恵みに支えられて、私たちの暮らしが成り立っています。 

 

現在、日本各地で、地域の活力を取り戻したいという思いが高まりつつあります。

地域を活性化するためには、地域の自然や歴史、生活文化といった地域固有の財産を

うまく紡ぎ、活かすとともに、次世代に継承していくことが極めて重要であり、生物

多様性とはまさにその地域固有の財産の一部です。 

 

しかしながら、近年、開発等の人間活動による生物種の減少や生態系の破壊、社会

構造の変化に伴う里地里山等に対する人間の働きかけの縮小、人為的に持ち込まれた

外来種による生態系のかく乱等が進行しており、本来豊かであるはずの生物多様性が

失われつつあります。 

 

今日、既に様々な立場の関係者が主体となり、それぞれの地域の自然や文化等の特

性を活かして、地域の活性化と生物多様性の保全に役立つ活動が数多く行われていま

す。こうした「地域の活性化」と「生物多様性の保全」双方に役立つ取組に、より一

層の広がりを持たせることが必要です。 

 

生物多様性の保全に役立つ活動に様々な主体が参加して取り組むことで、人と人、

人と自然のつながり、地域への誇りと愛着、そして、地域の活力が生み出されます。

こうした地域連携保全活動が、少子高齢化や過疎化等それぞれの地域が抱える課題を

乗り越える契機となっていくことが期待されます。 

また、それぞれの地域において自然と対立するのではなく、自然に順応した形で培

ってきた知恵を暮らしに活かすことは、災害に対処し暮らしの安全を図ることにもつ

ながります。 

 

この度、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の

促進等に関する法律（平成 22年法律第 72号。以下「法」という。）が制定されまし

た。 

本基本方針は、法第３条に基づき地域連携保全活動の促進の意義や地域連携保全活

動計画の作成に関する基本的事項等を定めたものです。 

 

本基本方針に基づき、全国各地において、地域連携保全活動が促進され、いのちに

ぎわう豊かな地域づくりが進められていくことを期待します。 
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第１章 地域連携保全活動の促進の意義に関する事項 

１ 地域の生物多様性と「地域連携保全活動」 

（１）地域の暮らし・文化と生物多様性 

我が国は、森林や里地里山、都市内の緑地、河川、湿原、干潟、サンゴ礁等、

様々なタイプの自然があり、固有種を含め多くの生物が生息・生育しています。 

この豊かな生物多様性は、南北に長い国土や複雑な地形、季節風の影響による

四季の移ろい、複数の寒暖流による恵み豊かな海と、その上に積み重ねられてき

た農林漁業等の生産活動や生活文化等人々の長い年月にわたる暮らしの営みによ

って形づくられてきたものです。 

そして、生物多様性は、地域固有の財産として、地域色豊かな食、工芸、祭り

等を育み、それぞれの地域における独自の文化の多様性を支え、暮らしの基礎に

なっています。 

 

しかし、近年、全国各地において、これまでそれぞれの地域の多様な自然的・

社会的条件を基盤として育まれてきた豊かな生物多様性の損失が深刻化していま

す。 

例えば、開発等の人間活動によるコウノトリやメダカ、ササユリ等のかつて身

近に見られた動植物の減少、人為的に持ち込まれたアライグマやアメリカザリガ

ニ等の外来種による生態系のかく乱、里地里山等に対する人間の働きかけの縮小

によるギフチョウやハナシノブ等の特徴的な種の減少、シカやイノシシ等の増加

による生態系や農林業に係る被害等が生じています。そして、このような生物多

様性の損失は、地域特有の食や伝統行事等の文化の衰退も招いています。 

加えて、地球温暖化の進行により生物多様性に対する深刻な影響が生じること

も危惧されています。 

 

（２）「地域連携保全活動」とは 

地域の自然や文化等の自然的・社会的条件を活かして、地域における多様な主

体が有機的に連携して行う、「地域連携保全活動」は、生物多様性の保全を重視し

た農林漁業や緑地の保全・創出、生態系や希少な野生動植物の保護、生態系や農

林水産業に被害を及ぼす外来種の防除、生態系に関する調査、自然とのふれあい、

環境教育等の活動が挙げられ、農林漁業や自然とのふれあいの場の創出の一環と

して生物多様性の保全に役立つ活動も広く含まれます。 

 

現在、既に、地方公共団体並びに農林漁業者、特定非営利活動法人をはじめと

した営利を目的としない団体、地域住民、企業等の事業者並びに教育・研究機関

及び専門家等の多様な主体（以下「地域の多様な主体」という。）によって、全国

各地において生物多様性の保全に役立つ活動が行われています。 
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例えば、希少な野生動植物の生息・生育環境を改善するための活動、雑木林の

下草刈りや竹林の管理等の里地里山保全活動、ふゆみずたんぼ等の生態系に配慮

した農業生産に関する活動、都市における緑地の保全・創出活動、河川やため池

における生物の生息・生育環境の健全化や外来種対策、海の生物を育む藻場や干

潟、サンゴ礁の保全活動、市民参加型の身近な生きもの調査、地域資源を活用し

たエコツーリズム、環境教育・学習等が行われています。これらも「地域連携保

全活動」に含まれると考えられます。 

 

２ 地域連携保全活動の促進の意義 

地域連携保全活動の意義は、生物多様性の保全に役立つ活動を多様な主体が連携

して取り組むことにより、以下に掲げるような多くの観点から、私たちの暮らしを

豊かにし、地域の活力を生み出していくことにあります。 

 

 （１）生物多様性の保全の推進と豊かな暮らしの源泉 

私たちの生活は、豊かな生物多様性に支えられ、地域固有の文化の継承、気候

の安定や災害の軽減、観光や特産品等といった経済活動等、地域の生態系から多

くの恵み（生態系サービス）を受けて成り立っています。 

全国各地で地域の特性に応じて行われる地域連携保全活動は、地域レベルの生

物多様性の保全、ひいては我が国全体の生物多様性の保全の一層の推進につなが

り、豊かな暮らしの源泉となります。 

 

 （２）地域の個性の再認識と魅力的で活力ある地域づくり 

地域連携保全活動は、地域が個性的で魅力ある地域づくりを進める上で有効な

ものです。 

活動が地域に根ざすことによって、地域の子どもから高齢者までが協働し、地

域の個性を再認識する機会が得られるとともに、地域コミュニティの再構築にも

つながります。人と人、そして人と自然がつながり、地域への誇りや愛着の感情

を呼び起こすことで、生物多様性を基礎とする地域固有の美しい風景や豊かで伝

統的な地域文化が引き継がれ、地域の活力も生まれます。 

さらに、バイオマス等の地域資源を活用した新たな産業の創出、都市住民や企

業等の事業者との連携を通じた都市と農村との交流の促進、小・中学生による生

きもの調査を通じた環境教育等、新しい地域づくりの取組につながっていくこと

が期待できます。 

 

（３）豊かな感性の涵
かん

養と健康で文化的な生活 

活動に参加する一人一人にとっても、自然の中での活動や様々な関係者とのふ

れあい等を通じて、精神の安定や健康の増進が図られるとともに豊かな感性が育

まれる等、健康で文化的な生活の一助となることが期待できます。 
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３ 地域連携保全活動の促進の方向 

次に掲げる基本的な方向を踏まえて地域連携保全活動を実施することで、地域の

生物多様性の保全が推進されるとともに、地域資源を活かした地域の活性化が促進

されます。 

 

（１）多様な主体の参加・連携の推進 

地域連携保全活動の初期の検討段階から、その実施、実施後の評価と活動の見

直しに至るまで、できるだけ地域の多様な主体が参加・連携する機会を持つこと

が大切です。多様な主体の参加を促すとともに、各主体が有機的に連携できる体

制や仕組みを整えることで、活動をより有効なものにし、活動から得られる効果

を高めることができます。 

 

（２）地域の特性に応じた活動 

地域の生物多様性は、それぞれの地域の自然的・社会的条件を背景として長い

年月をかけて形づくられてきたものであり、一つとして同じものはありません。 

そのため、地域の生物多様性が形づくられてきた背景を尊重するという視点に

立ちつつ、その地域の自然環境や野生生物の分布状況、歴史や文化、人と自然と

の関わり等を踏まえて、地域連携保全活動を行うことが重要です。 

特に、教育・研究機関、専門家、その地域に長年住む農林漁業者や住民等地域

の自然や生活文化に関する知識や経験を有する者との連携を図り、協力や助言を

得られる体制を整えるとともに、地域で引き継がれている知識や経験に関する情

報を蓄積して活かすことが効果的です。 

また、地域で培われてきた知識や技術を生かし、創意工夫を重ねながら行われ

ている既存の活動を発展させる視点も重要です。 

 

（３）目標に向けた成果の共有と柔軟な実施 

目標を明確にし、それに向けた進み具合を参加者の間で共有することは、参加

意識や向上心を高めることにつながります。 

協働の作業を通じて、地域の自然や文化への理解を深め、さらに、活動によっ

て得られた新たな知恵等を活かして目標や計画を見直す作業を重ねることは、そ

れ自体が地域づくりの過程にほかなりません。 

また、活動の成果を確かめるための調査は、対象となる生物の存在や価値を実

感し、活動の達成感を共有できる貴重な機会となります。同じ場所を長期間にわ

たり観察し続けることは、生態系が複雑で絶えず変化し続けていることの理解に

つながります。このような理解に基づき、活動の柔軟な実施を心がけることが大

切です。 
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（４）科学的な視点に立った活動の推進 

科学的な知見に基づく適切な方法で実施することも重要です。 

地域で行われている取組の中には、本来その地域に生息・生育しない動植物を

放ったり植えたりしてしまい、地域の生物多様性の保全に支障を及ぼすような行

為を気付かずに行っている事例等もあり、専門家等のアドバイスを受けることで、

取組を効果的に推進することができます。 

このため、教育・研究機関や専門家等との連携を図り、地域の自然に関する情

報の収集・整理、活動の実施方法の検討等に関して、協力や助言を得られる体制

を整えることが重要です。 

 

（５）経済的な価値を生み出す工夫 

地域連携保全活動を持続的なものとするため、経済的な価値が生まれるような

工夫も重要です。 

全国各地において、生態系に配慮した農法で生産した「生きものブランド米」

の販売や地域の自然資源を利用したエコツーリズムによる観光の推進、バイオマ

スの利活用による新たな地域産業の育成・創出等が地域経済と結びつき、地域の

活性化につながっているという例が多く見られます。 

このような視点は、地域連携保全活動を持続的に行う推進力となることに加え、

地域で新たな活動を始める契機にもなります。 
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第２章 地域連携保全活動の促進のための施策に関する基本的事項 

生物多様性の保全は、地域における固有の自然を対象とした活動によって支えら

れています。 

このため、地方公共団体には、地域の自然的・社会的条件に応じたきめ細かな生

物多様性の保全の取組を進める役割が期待されています。 

地域連携保全活動の促進に当たっては、都道府県、市町村がそれぞれの立場や地

域の特性に応じて、地域連携保全活動計画（以下「活動計画」という。）の作成や

地域連携保全活動協議会（以下「協議会」という。）の組織化、地域連携保全活動

支援センター（以下「支援センター」という。）としての機能を担う者の設置、地

域連携保全活動に関する情報提供や助言等の必要な援助を行うこと等が期待され

ます。 

 

既に、多くの地方公共団体では、生物多様性の保全を推進するための条例や里地

里山を保全するための協定制度を設けた条例等、それぞれに工夫を凝らした仕組み

づくりが進められています。また、生物多様性基本法（平成20年法律第58号）に

おいて、地方公共団体は、地域で生物多様性に関する取組を推進するための総合的

な指針である「生物多様性地域戦略」の策定に努めることとされています。今後更

にこれらの取組を広げていくとともに、こうした取組と法に基づく取組が融合する

ことにより、より強固な体制が整えられ、生物多様性の保全に関する活動の広がり

が期待されます。 

 

そして、地域の多様な主体と国民一人一人には、各地で行われる地域連携保全活

動に参加することを通じて、自ら生物多様性の保全と地域の活性化を図っていくこ

とが期待され、それぞれが積極的に、かつ、有機的に連携して、それぞれの役割を

果たしていくことが重要です。そのほか、例えば、都市住民による、農山漁村等に

おける地域連携保全活動への参加や、生物多様性の保全に配慮した商品の購入等を

通じた居住地域以外における活動への貢献も期待されます。 

 

１ 地方公共団体の役割と施策 

（１）市町村 

市町村は、地域の財産となる生物多様性や生活文化を保全し、それを地域の資

源として活かしながら、地域の活力を生み出していく、地域連携保全活動を促進

する中心的かつ積極的な役割を担います。 

地域連携保全活動では、活動の実行計画となる活動計画を作成する役割を担っ

ています。そして、活動を円滑に効果的に進めていくコーディネーターとして、

地域の様々な関係者との連携・調整を図るとともに、調整や合意形成を図る場と

しての協議会を組織することや、助言や必要な支援を受けるため、必要に応じて

国や都道府県との連携を図ることも期待されます。 
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（２）都道府県 

都道府県は、各地域における地域連携保全活動の円滑な実施を促進するため、

市町村や地域の多様な主体に対する地域連携保全活動に関する情報提供や技術的

な助言等の必要な援助を行う等の役割を担います。都道府県が主体的に行ってき

た取組や成果を活かし、市町村が行う地域連携保全活動と積極的に連携すること

が望まれます。 

特に、支援センターの設置に関しては、広域的な視点で地域の生物多様性の保

全のための行政を担う都道府県による積極的な取組が期待されます。 

また、複数の市町村が連携して活動を行おうとする場合や、さらに、都道府県

境をまたがるような場合には、協議会への参加等を通じて、市町村間の調整を図

る等の役割も期待されます。 

 

２ 国の役割と施策 

国は、生物多様性基本法に基づき、生物多様性の保全及び持続可能な利用に関

する基本的な計画である「生物多様性国家戦略」を策定するとともに、生物多様

性に関連する各種制度を動員して検討を行う等、全国的な視点から生物多様性の

保全及び持続可能な利用に関する施策を進めます。 

地域連携保全活動の促進に当たっては、国民や地方公共団体、企業等の事業者

において高まってきた生物多様性の保全に対する意欲を実際の活動の形に変え、

各地に芽生え始めている活動の芽を伸ばし、既存の活動が更に発展して地域の活

性化につなげられるように支援する役割を担います。 

具体的には、地域連携保全活動を支援するための各種予算上の措置、活動を行

うための実施計画となる活動計画の作成に係る手引書の整備、各地域における地

域連携保全活動に関する情報提供、活動地域相互のネットワーク形成の支援、活

動の実施に当たっての技術的な助言等を行います。 

また、地域連携保全活動の円滑な実施の促進の観点から、地方公共団体及び支

援センターと、必要な情報交換を行う等相互に連携を図りながら協力するよう努

めます。 

さらに、引き続き、生物多様性に対する理解を社会に浸透させるための普及啓

発や環境教育等に取り組みます。 

 

３ 多様な主体に期待される役割 

地域の多様な主体には、組織として活動計画の作成に参加し、活動を主体的に

実行するとともに、個人として保全する地域の自然や生活文化について考え、経

験や知識を基にしたアイディアを出し合い、活動に参加する等、市町村とともに

地域連携保全活動を実施する役割が考えられます。 

また、それぞれの主体には、その特性に応じた下記のような役割が期待されま
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す。 

 

（１）農林漁業者 

森林や里地里山・田園地域、沿岸・海洋域においては、地域連携保全活動と農

林漁業は密接な関係にあります。農林漁業者は、地域固有の風土に合わせた生業

を通じて地域の自然に関する深い経験と知識を有し、農林漁業を通じて生物多様

性を保全しているだけではなく、農林漁業と結びついた伝統行事や生活文化を伝

承しています。 

農林漁業者には、これらの豊富な知識を活かし、活動の場において技術等の協

力や指導を行う役割や、活動の場の所有者や管理者として実施面の主体的役割等

を担うことが期待されます。 

農林漁業者が積極的に関わることによって、活動が地域の特性に応じたものと

なり、地域住民をはじめとする多様な主体の参加や協力を得ることにつながりま

す。 

 

（２）ＮＰＯ・ＮＧＯ等 

特定非営利活動法人をはじめとした営利を目的としない団体（以下「ＮＰＯ・

ＮＧＯ等」という。）は、行政だけではきめ細かく対応することのできないような、

地域に密着した生物多様性の保全に関する活動を支えています。 

これまでの活動経験や地域の自然に関する知識を活かして、活動計画の案の提

案や協議会への参加等を通じて、活動計画の作成段階から実施、成果を確かめる

ための調査に至るまで積極的に関わることや、活動の実施面における中心的な役

割を担うことが期待されます。 

また、活動を円滑に進めるために、市町村とともに様々な主体間の連携・調整

を図る役割も期待されます。 

 

（３）地域住民 

町内会、学校等の組織が地域連携保全活動に積極的に参加・協力することによ

って、土地所有者をはじめとする地域の関係者との調整や活動の担い手の育成等

が図られ、活動を持続的・安定的なものとする効果が期待できます。 

特に、地域の人材を活かす機会が提供され地域に根ざした活動が促進されると、

地域コミュニティの再構築や、地域の個性の再認識と郷土への愛情の育成等、様々

な効果が生まれます。 

地域住民一人一人には、地域連携保全活動の作業や調査に参加するほか、生活

者としての発想から活動展開のアイディアを提案したり、暮らしの知恵や地域の

伝統等を活動に活かしたりする役割を担うことが期待されます。 
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（４）企業等の事業者 

企業等の事業者の生物多様性に関する関心は高まりつつあり、現在、生物多様

性の保全に関する活動への参加や事業活動を行う際の生物多様性への配慮等、

様々な形で生物多様性に関する取組が進められています。 

地域連携保全活動の促進に関しては、市町村やＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携を図

り、活動計画の作成段階から実施に至るまで積極的な取組が期待されます。 

社員等による作業への参加、活動に対する各種支援、専門的な技術の提供や指

導、経済的な価値が生まれるようなアイディアの提供、所有する土地における主

体的な活動の実施等の役割を担うことも期待されます。 

 

（５）教育・研究機関、専門家等 

大学や博物館等の教育・研究機関、専門家等には、科学的な知見に基づき地域

連携保全活動を実施する役割をはじめ、その専門的な知識を活かした役割を担う

ことが期待されます。 

具体的には、地域の自然的・社会的条件に関する情報の収集・整理、活動計画

や活動の実施に関する助言や指導、活動への参加を希望するＮＰＯ・ＮＧＯ等や

企業等の事業者に対する助言や連携のあっせん、科学的知見に基づく活動の重要

性に関する普及啓発、活動を通じた環境教育・学習等の役割を担うことが期待さ

れます。 
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第３章 地域連携保全活動計画の作成に関する基本的事項 

１ 市町村による活動計画の作成に当たっての基本的な考え方 

市町村が作成する活動計画は、地域連携保全活動の区域や目標、実施主体、実施

場所、実施時期、実施方法等を具体的に定めるもので、活動区域において生物多様

性の保全を進めるための実行計画となるものです。 

先に示した地域連携保全活動の促進の方向を踏まえて、次に掲げる基本的な考え

方を取り入れながら活動計画を作成します。作成に当たっては、多様な主体の参加

を促進することに加え、市町村のあらゆる分野の部署が横断的に関わることで、活

動の幅が広がります。活動計画の作成過程は、地域の固有の自然と伝統的な文化の

価値を認識し、地域づくりにつなげていく過程でもあります。 

活動計画は、実施の結果として出てくる課題や発展していく内容等を踏まえて、

より良いものに見直していく視点で作成することが重要です。 

 

（１）作成過程への多様な主体の参加の促進 

活動計画の作成に当たっては、地域の多様な主体の参加を促し、各主体が有機

的な連携を図ることで、各主体がそれぞれの役割を十分に果たせるようになり、

活動の実効性を高めることができます。 

市町村が組織することができる協議会においては、活動計画の作成や実施に係

る協議、地域の様々な関係者間の合意形成等が図られることとなり、協議会の設

置は、地域連携保全活動の円滑かつ効率的な実施のために有効なものとなります。 

活動計画の作成に当たって、当該計画の案の内容について地域の様々な関係者

から意見を求めたり、協議会を公開したりすることで、多様な主体の参加・連携

が促進されます。そして、作成した活動計画を公表し、広く知らせることで、活

動に対する理解を高め、新たな主体の参加や支援を生むことにつながります。 

 

（２）ＮＰＯ等による提案の取入れ 

地域連携保全活動を行おうとするＮＰＯ等（法第４条第２項第３号に規定する

「特定非営利活動法人等」をいう。以下同じ。）は、活動の内容を含む活動計画案

の作成について市町村に提案することができます。この仕組みは、民間発意によ

る生物多様性の保全の取組の促進やＮＰＯ等と市町村による連携した計画作成の

観点から、極めて重要なものとなります。 

市町村に対する提案は、提案の実現性を確保する観点から、可能な限り具体的

な内容とし、活動計画の目標や区域の案等も含めたものにすることが大切です。 

活動計画案の作成に関する提案を受けた市町村は、地域の自然的・社会的条件

を踏まえ、この提案に係る活動計画の作成の必要性について十分な検討を行い、

活動計画を作成する必要があると判断した際には、提案者との連携を図りつつ当

該計画の作成を進めることが重要です。一方、当該計画を作成する必要がないと
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判断した際には、その理由等について、提案者に十分な説明を行うように努めま

す。 

なお、提案者と市町村は、地域連携保全活動の促進のため、活動計画の作成に

関して相互に協力する意識を持つことが大切です。 

 

（３）地域の自然的・社会的な特性の理解と計画への反映 

活動計画の作成に当たっては、地域の特性に応じた適切な方法によって生物多

様性を保全する観点から、事前に地域の自然的・社会的条件に関する情報収集や

調査等を行うことが重要です。 

情報収集や調査を行うことは、活動に参加する各主体にとって地域の特性を理

解する上でも大切な過程です。 

情報収集や調査に当たっては、地域の教育機関、その土地に根ざした暮らしを

長年続けている地域住民や農林漁業者等地域の自然に関する知識や経験を有する

地域の人材を活かして行う方法が効率的です。 

その結果を踏まえ、協議会において教育・研究機関や専門家から助言を得ると

更に有効です。 

 

（４）各種計画等との調和、関係者との調整 

活動計画の作成に当たっては、生物多様性基本法に基づく生物多様性地域戦略

や農林漁業、社会資本整備及び土地利用等に係る関係法令に基づく各種計画等と

の調和を図ることが求められます。なお、活動計画と関連する各種計画等の変更

があった場合は、これらの計画等との適合性等について点検し、必要に応じて、

活動計画の変更を行うことが重要です。 

また、地域連携保全活動の円滑かつ確実な実施の観点から、活動実施場所の土

地所有者や占有者、公共施設や水域の管理者等の同意を得る等、関係者との十分

な調整が必要です。 

 
（５）活動計画の評価と柔軟な見直し 

市町村は、地域連携保全活動の実施主体が、活動の実施状況や成果等を把握す

るために行う調査の報告等を整理し、その結果を踏まえ、活動計画を点検・評価

し、必要に応じて計画の目標や活動内容を見直すことが大切です。これらの作業

を行うことで、活動継続への意識が高まり、活動の効果的な実施につながります。 

調査においては、各地域で実施可能な簡単な方法を採用すると、多様な主体の

参加を図りながら継続的に活動を実施することができます。 

 

２ 地域連携保全活動計画の内容 

活動計画には、以下の事項を基本とし、その他地域連携保全活動の促進のために

必要な事項を記載します。 
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（１）区域 

活動計画の区域は、必ずしも市町村の区域全体を対象とする必要はなく、活動

の特性と目的に応じた適切な範囲を設定することが大切です。また、地域連携保

全活動を促進すべき区域として、流域や山系、海域等それぞれの地域間における

生態系のつながり等を踏まえ、地域の自然的・社会的条件に応じた適切な範囲を

設定することが望まれます。 
このため、必要があるときは、複数の市町村にまたがる区域を設定し、それら

の市町村が共同して活動計画を作成することができます。 

 
（２）目標 

活動計画の目標は、各主体が一丸となり、目標の達成に向けてそれぞれの役割

を十分に果たすことができ、かつ目標の達成状況について容易に確認することが

できるよう、具体的で分かりやすい内容とします。 
また、地域連携保全活動の一層の促進を図るためには、目標に地域の活性化に

関する観点を加えることや目標の達成状況を把握するための指標を設定する等、

関係者の意識の高揚が図られるような工夫をすることも有効です。 
 

（３）活動の内容 

それぞれの主体が活動計画の目標を達成するために行う活動の内容を記載しま

す。その際には、作成する活動計画の実効性を高め、各主体が活動しやすい計画

となるよう、実施主体や実施場所、実施時期、実施方法等を可能な限り具体的に

記載します。また、実施主体がそれぞれ行う、活動の実施状況や成果を把握する

ための調査の実施方法等についても、併せて記載します。 

ＮＰＯ等が行う地域連携保全活動を活動計画に記載しようとする際には、あら

かじめ、当該ＮＰＯ等の同意を得ることが必要です。 
自然公園法（昭和32年法律第161号）等の各法律の特例措置の対象となる活動

を記載する際には、その他の事項として、活動実施場所の自然環境の状況等、各

法律に基づく許可や届出等の際に必要とされる事項に準じたものを記載すること

が必要です。なお、この特例措置は、各法律の法目的に沿った地域連携保全活動

の円滑な実施を図るためのものであるため、特例措置の対象となる各法律の許可

や届出等を必要とする活動を含む活動計画を作成する際には、各法律の趣旨や目

的を踏まえ、適切な内容とすることが必要です。 
 

（４）国又は都道府県との連携に関する事項 

活動計画の目標の達成に向けて、活動計画に基づく地域連携保全活動と併せて

行われることが望ましい国又は都道府県の取組等がある場合には、国又は都道府
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県と調整し、これらの取組等との連携の方法等について活動計画に記載すること

で、活動計画の実効性を高めることが有効です。 

 

（５）計画期間 

計画期間は、活動計画の目標を達成するために必要な期間として、活動計画の

目標の設定状況や地域連携保全活動の内容等を踏まえ、地域の自然的・社会的条

件に応じた適切な期間を設定します。 

 

３ 特例措置に係る手続及び他法令・計画等との調整等 

（１）自然公園法等の各法律の特例措置に係る協議 

地域連携保全活動の円滑な実施を図るため、活動計画に基づく活動については、

自然公園法、自然環境保全法（昭和47年法律第85号）、絶滅のおそれのある野

生動植物の種の保存に関する法律（平成４年法律第75号）、鳥獣の保護及び狩猟

の適正化に関する法律（平成14年法律第88号）及び都市緑地法（昭和48年法律

第72号）の許可や届出等の一部を不要とする特例措置が設けられています。 

そのため、市町村は、特例措置の対象となる各法律の許可や届出等を必要とす

る活動を含む計画を作成する際には、許可等の権限を有する環境大臣又は都道府

県知事に協議等を行うことが必要です。この手続を行うことにより、活動計画に

含まれる許可を要する行為が一括して処理されることが可能になります。 

環境大臣又は都道府県知事は、当該協議があった場合には、各法律の法益の観

点から、各種法令等で定められている許可基準等に則して、当該協議に係る地域

連携保全活動の妥当性や当該活動に係る行為による支障の有無等を判断すること

になります。 

 

（２）市町村森林整備計画との適合 

市町村は、地域連携保全活動の内容に森林法（昭和26年法律第249号）に基づ

く地域森林計画の対象となっている民有林の区域における立木の伐採等森林の施

業に係る事項が含まれる場合は、活動計画に、同法第10条の8で定める森林の所

在場所、伐採面積、伐採方法等を記載するとともに、活動内容を市町村森林整備

計画に適合させる必要があります。 

活動計画と市町村森林整備計画との適合性を確保することにより、実施主体が

活動計画に従って行う立木の伐採等の行為については、同条に基づく立木の伐採

及び伐採後の造林の届出が不要となります。 

 

（３）特例措置の対象とならない規制等及び特例措置に係る違反の取扱い 

活動計画に基づく地域連携保全活動に、特例措置の対象となっていない法令の

規制行為等が含まれる場合は、当該行為をしようとする者の、法令の規定に基づ
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く個別の許可申請等が必要です。 
また、特例措置の対象となる行為を行う地域連携保全活動について、環境大臣

又は都道府県知事に活動計画の協議等を行った場合や、活動計画を市町村森林整

備計画に適合させた場合であっても、活動計画に記載した実施場所及び実施方法

と異なる行為を行った際には、自然公園法、都市緑地法、森林法等の個別の法律

に基づく処分の対象となる可能性があることに注意が必要です。 
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第４章 農林漁業に係る生産活動との調和その他の地域連携保全活動の

促進に際し配慮すべき事項 

１ 農林漁業に係る生産活動との調和 

（１）農林漁業と生物多様性 

農林漁業は、地域の豊かな生物多様性を基盤として、生態系やそれを構成する

様々な生物からの恵みを受けながら生産活動が行われています。 

里山林等の森林や草原、水田、水路、ため池、藻場、干潟等の適切な維持・管

理等を通じて、その地域特有の野生動植物の生息・生育環境が形成される等、持

続的な農林漁業の営みによって、地域の豊かな生物多様性が育まれています。 

このように、農林漁業と生物多様性は、相互に密接に関わるとともに、恩恵を

享受し合いながら成り立っています。 

 

（２）地域連携保全活動の促進に際し配慮すべき事項 

（１）に示した農林漁業と生物多様性の関係を踏まえると、生物多様性とのつ

ながりの中で持続的な農林漁業が営まれている里地里山・田園地域や沿岸域等で

は、より多くの地域連携保全活動が行われることが想定されます。また、各地の

里地里山・田園地域等では、近年のシカやイノシシ、アライグマ等の鳥獣による

農林業被害を受け、鳥獣被害の防止のための取組が進められています。このよう

な地域においては、その地域における農林漁業や鳥獣被害防止に係る政策を踏ま

えるとともに、農林漁業者をはじめとする関係者や隣接地域との調整を図ること

で、より一層効果的に地域連携保全活動を実施することができます。 

 

このため、活動計画の作成及び当該計画に基づく地域連携保全活動の実施に当

たっては、市町村森林整備計画や農業振興地域整備計画等の農林漁業に係る行政

計画及び鳥獣による農林水産業等に係る被害の防止のための特別措置に関する法

律（平成19年法律第134号）に基づく被害防止計画等との調和を図るとともに、

協議会等において、農林漁業者等を交えながら当該活動の実施方法等に関する協

議や調整を行うことで、地域の農林漁業に配慮しつつ、生物多様性の保全を推進

することが期待できます。 

 

（３）地域連携保全活動と農林漁業の一体的な促進 

現在、全国各地において、農林漁業者と地域の様々な関係者とが連携して、鳥

類の生息環境の提供や採餌環境を整えるためのふゆみずたんぼ、カエルやホタル

等の生息環境に配慮したあぜや用水路づくり、生物多様性の保全を含む森林の多

面的機能の発揮のための間伐や下草刈り、魚介類の生息・産卵環境に配慮した藻

場や干潟の保全等、生物多様性の保全を重視した持続的な農林漁業が営まれてい

ます。このような持続的な農林漁業は、里地里山や田園地域、沿岸等における生
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物多様性の保全に大きく貢献しています。 

また、生物多様性の保全を重視した農林漁業を進めることによって、生きもの

ブランド米等の付加価値の高い米の生産やバイオマスの利活用による新たな地域

産業の創出等、地域の特性を活かした農林漁業の振興や地域の活性化といった効

果も期待されます。 

地域の生物多様性の保全や農林漁業の振興、地域の活性化等を推進する上で、

地域連携保全活動と生物多様性の保全を重視した農林漁業とが一体的に促進され

ることが重要です。 

 

２ 社会資本整備との調和 

都市化や開発等がもたらした負の影響の一つとして、生物の生息・生育空間の縮

小、消失、分断等の進行が挙げられます。しかし近年では、自然再生推進法（平成

14年法律第148号）の制定や、平成９年に河川法（昭和39年法律第167号）の目

的に環境の保全が位置付けられたこと等、法令の整備が進められるとともに、干潟

の保全や多自然川づくり、都市内の樹林地や水辺等の保全、都市公園における自然

的環境の保全・再生等、社会資本整備に当たっても、自然環境の保全・再生・創出

の取組が進められているところです。 

今後、こうした取組が展開されている地域において、在来植物による緑化、外来

種対策、希少な野生動植物の保護や生態系の状況を把握するための調査等を地域連

携保全活動として促進することで、生物の生息・生育空間や、自然とのふれあいの

場としての質をより高めていくことが重要です。 

また、公共施設や水域の管理者等が整備・管理に当たって、様々な情報を提供す

るとともに、地域連携保全活動を行おうとする者との間で相互に連携・調整を図る

ことで、活動の実効性が高まります。なお、このように保全・再生・創出された環

境は、観光やレクリエーションの資源として地域の活性化に寄与することも期待さ

れます。 
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第５章 その他地域連携保全活動の促進に関する重要事項 

１ 地域連携保全活動協議会 

（１）協議会の組織化・構成員 

協議会は、活動計画を作成しようとする市町村やＮＰＯ等に加え、支援センタ

ー、関係住民、学識経験者、関係行政機関等であって市町村が必要と認めた者等、

地域の様々な関係者の参加を得て構成されることにより、活動計画の作成や実施

に係る協議、地域の様々な関係者間の合意形成等を図る場として活用でき、当該

活動の円滑かつ効率的な実施の上で極めて有効なものとなります。 

市町村は、協議会を組織しようとする際には、その旨を広く公表することで、

地域連携保全活動を行おうとする者の確実な参加を図ることができます。 

特に、教育・研究機関、専門家、活動実施場所の土地所有者や占有者、公共施

設や水域の管理者、関係行政機関等の参加を求めることは、科学的な知見に基づ

く地域連携保全活動の実施及び活動の円滑な実施につながります。 

 

（２）協議会の運営等 

協議会は、組織の構成や会議の開催方法等必要な事項を規約等に定めた上、地

域連携保全活動の実施状況の変化等に応じて、柔軟に対応できる運営方法を定め

ておくといった視点が大切です。また、協議会の公正性・透明性を確保するため、

希少な野生動植物の保護や個人情報の保護等の観点から問題のある場合を除き、

会議や用いる資料を公開することが望まれます。 

協議会の構成員は、地域連携保全活動の目標に向かって建設的かつ効率的な協

議を行う場であることを認識し、協議会における協議の結果を尊重するよう相互

に協力することが大切です。 

 

２ 地域連携保全活動支援センター 

地方公共団体が単独で又は共同して設置することができる支援センターは、関係

者間における連携や協力のあっせん、必要な情報の提供や助言を行う拠点です。 

地域連携保全活動を行おうとするＮＰＯ等、地域連携保全活動が行われることを

希望する土地所有者、地域連携保全活動に対して協力をしようとする企業等の事業

者の関係者間の連携・協力を図るため、それぞれの意向を把握し、それらを踏まえ

て関係者間を結びつける役割を担うことが期待されます。 

また、地域の自然や行おうとする活動に関する知識や経験を有する専門家等を紹

介できるような仕組みづくりのほか、地域に根ざした活動を担う人材の育成も期待

されます。 

なお、支援センターとしての機能を担う体制は、関係者間の連携・協力のあっせ

んを行っているＮＰＯ・ＮＧＯ等との連携や、地方公共団体の既存組織の活用等を

行うことでも確保することが可能です。 


